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１．令和7年度の水害状況



豊橋河川事務所
１－１．令和7年台風第15号による大雨（矢作川の被害）

○ 台風第15号は令和7年9月4日夜にかけて宮崎県沖を北上し、進路を東よりに変えて5日1時頃に高知県宿毛市付近に上
陸した。愛知県内では9月5日24時までの24時間降水量は、多い所で約250ミリ（解析雨量）を超えた。局地的に猛烈な雨
が降った岡崎市では、土砂災害警戒情報を発表した。

○ 矢作川水系矢作川では、堤防川裏において5日15時30分頃に法崩れを確認。応急対応に着手し、ブルーシート等による応
急対策を実施した。応急対策の実施後、復旧作業を行い10月末に復旧完了した。
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矢作川流域

岡崎

茶臼山

○発災日時 ９月５日（金）１５時３０分頃
○被災場所 安城市藤井町（矢作川右岸）
○雨量状況 時間最大 78mm/h、累計雨量 228mm
○被災概要 堤防川裏法崩れ L=約10m

被災箇所位置図

被災状況

復旧完了

出典：国土交通省中部地方整備局 令和７年台風第15号による大雨等の対応（9月10日現在）
（https://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/cms_saigai/data/pdf/0I3yhNG7E320250909_1.pdf)
：名古屋地方気象台 令和７年台風第１５号に関する愛知県気象速報
（https://www.jma-net.go.jp/nagoya/shosai/news/sokuhou/S_nagoya_20250905.pdf)



豊橋河川事務所
１－２．土砂災害と対策の必要性

○ 令和7年8月6日明け方から北陸地方を中心に前線が停滞し、富山県、石川県などで大雨を記録。また、九州南部に前線が
停滞し、8日には、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表。11日には、熊本県玉名市、長洲町、氷川町、宇城市、八代市、
上天草市、天草市に大雨特別警報が発表。

○ 石川県では7日明け方に線状降水帯が発生し、24時間降水量が300ミリを超える記録的な大雨となった。鹿児島県では8日
未明から明け方に線状降水帯が繰り返し発生し、24時間降水量が500ミリを超える記録的な大雨となった。土砂災害の危
険度が非常に高くなり、8日明け方に鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表した。九州北部地方では9日夜遅くから11日
にかけて線状降水帯が繰り返し発生し、福岡県、熊本県では24時間降水量が多い所で400ミリを超える記録的な大雨と
なった。
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豊橋河川事務所

○ 10県（秋田県、新潟県、富山県、石川県、島根県、山口県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県）の49水系67河川において
浸水被害を確認。（浸水解消済み）秋田県、山形県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、京都

府、和歌山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島内の87ダムで洪水調節を実
施した。

○ 土砂災害発生件数：142件
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１－２．土砂災害と対策の必要性



豊橋河川事務所
１－３．地下空間における水害と対策の必要性

○ 令和7年9 月12 日から13 日にかけて、南東または東からの湿った空気の流れ込みにより、大気の状態が非常に不安定と
なり、三重県北部で大雨となり、記録的短時間大雨情報を発表。

○ 四日市では1 時間降水量（123.5 ㎜）、3 時間降水量（200.5 ㎜）、6 時間降水量、12 時間降水量が、統計開始以来の極値
を更新する等、記録的な大雨となっている。

5出典：第２回 四日市市地下駐車場施設復旧検討委員会 配布資料「資料１気象及び浸水状況」（https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/road/yokkaichi_chika-
parking_fukkyuu_kentou/pdf/251015kaigi_shiryo01.pdf）



豊橋河川事務所

○ 9月12日夜の四日市市内の記録的短時間大雨によって、三重県四日市市浜田町のくすの木パーキングが冠水。
○ 排水完了を目指してポンプ車５台で排水作業を実施。

■浸水状況

■冠水への対応状況

出典：国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所 【第５報】記録的短時間大雨によって冠水したくすの木パーキングの排水作業状況について
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/upload/1757936495_20250915_2020_yTzLIZJpLOr.pdf
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出典：第２回 四日市市地下駐車場施設復旧検討委員会 配布資料「資料１気象及び浸水状況」
（https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/road/yokkaichi_chika-parking_fukkyuu_kentou/pdf/251015kaigi_shiryo01.pdf）

出典：第１回 四日市市地下駐車場施設復旧検討委員会 配布資料「資料２ くすの木パーキングの概要・冠水の概要」
（https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/road/yokkaichi_chika-parking_fukkyuu_kentou/pdf/250926kaigi_shiryo02.pdf）

１－３．地下空間における水害と対策の必要性



豊橋河川事務所

出典：国土交通省 地下空間の浸水対策 https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou01.html#shinsuiboushiyousetsubi

○ 四日市市での地下空間での水害事例のように、地下空間は、地上の状況が把握しにくく、氾濫水が一気に流入する、避難

経路が限定される等の理由により、浸水に対して非常にリスクが高い空間であるため、重点的な対策が必要。

○ 浸水対策として、浸水防止用設備の整備やその点検、関係者と連携した訓練等の事前準備等が有効。

・地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（水防法）

・地下街等に係る避難確保計画作成の手引き（津波防災地域づくりに関する法律）

・地下街等における連携した避難確保・浸水防止計画の作成

・避難時間と浸水時間を計算するシステム

・地下街、地下鉄、接続ビル等が連携した協議会、訓練の事例

・地下街等における浸水防止用設備整備のガイドライン

・地下街等浸水時避難計画策定の手引き

・洪水時に想定される浸水深等が分かるサイト、雨量・河川水位などの観測情報がリアルタイムに把握できるサイト
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■止水板設置状況(対策事例)

■地下空間の浸水対策に関する参考情報

１－３．地下空間における水害と対策の必要性
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２．国土交通省における取組



豊橋河川事務所
２－１．水災害リスクの自分事化（流域治水に取り組む主体を増やす）
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■良質な情報を発掘・育成する取り組み
「NIPPON防災資産」の認定制度を創設

■良質な情報を伝える取り組み
良質な情報の受け手を二者設定し、受け手①（流域自治体、メディア等）からも、量的・質的に向上した自らの情報、活動等
を受け手②（一般的な人）に対して展開し良質な情報を伝達

○ 水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす総力戦の流域治水を目指す。

○ 自らの水害リスクを「知り」避難行動の必要性や情報の活用方法について「気づき」安全に避難するには自ら「考えてもら

う」ことが大切。

○ 住民や企業等が自らの水災害リスクを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに視野を広げて、流

域全体の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水の取り組みを推進する。

①と③の
ギャップ
を埋める



豊橋河川事務所
２－２．NIPPON防災資産（流域治水の推進に向けた普及施策）

○ 内閣府、国土交通省では、地域で発生した災害の状況を分かりやすく伝える施設や災害の教訓を伝承する活動※などを

「NIPPON防災資産」として認定する制度を新たに創設（令和６年５月）。
［内閣府特命担当大臣（防災）、国土交通大臣が認定］

○ 今後、認定された防災資産を通じて、住民の方々が過去の災害の教訓や今後の備えを理解することで、災害リスクを自分

事化し、主体的な避難行動や地域に貢献する防災行動につなげていく。

○ 本制度の創設後、３２件（優良認定：１７件、認定：１５件）が認定されている。（令和８年３月時点）
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※活動：語り部、防災に係る催事、防災ツアー等



豊橋河川事務所

○ 第１回 NIPPON防災資産「優良認定」は１１件。
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２－２．NIPPON防災資産（流域治水の推進に向けた普及施策）



豊橋河川事務所

○ 第２回 NIPPON防災資産「優良認定」は６件。
○ 中部地方整備局管内では、天竜川総合学習館「かわらんべ」が認定されている。
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２－２．NIPPON防災資産（流域治水の推進に向けた普及施策）



豊橋河川事務所

○ 第１回 NIPPON防災資産「認定」は１１件。
○ 中部地方整備局管内では、土岐川・庄内川流域治水ポータルサイトが認定されている。
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２－２．NIPPON防災資産（流域治水の推進に向けた普及施策）



豊橋河川事務所

○ 第２回 NIPPON防災資産「認定」は４件。
○ 中部地方整備局管内では、大垣市輪中館及び大垣市輪中生活館、木曽三川輪中ミュージアムが認定されている。
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２－２．NIPPON防災資産（流域治水の推進に向けた普及施策）



豊橋河川事務所
２－３．流域治水オフィシャルサポーター制度（流域治水の推進に向けた普及施策）

○ 流域治水に取り組む企業等や流域治水の取り組みを支援する企業等を幅広く周知するとともに、流域治水に資する取組を

促進するため、「流域治水」オフィシャルサポーター制度を創設（令和５年３月）。

○ 流域治水の推進に取り組む企業等をオフィシャルサポーターとして認定し、その取組を国土交通省 ウェブサイト等で紹介

するほか、企業等の活動においてオフィシャルサポーターである旨を明記することが可能となる。

・企業等のWebページ、ＳＮＳ、広報誌、ポスター等への情報掲載
・流域治水に関する広報資料の配布・掲示、アナウンス等
・各種イベント、セミナー、学会、講座、研修等での紹介
・貯留施設の設置など自らの流域治水に資する取組
・流域の上流地域と下流地域の連携を推進する取組
・自治体等との防災協定の締結、避難所としての場所の提供等防災活動への積極的な参加
・その他、流域治水の優良な活動についての周知など流域治水に資すると国土交通省が認める
取組

■実施内容

「流域治水オフィシャルサポーター」は、現在（令和7年5月21日）、155企業・団体等の方々に
ご協力・ご参画いただいております。

■令和８年度募集期間：令和７年１２月１日（月）～令和８年３月２０日（金）
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※流域治水ロゴマーク



豊橋河川事務所

出典：国土交通省 流域治水オフィシャルサポーター 掲載ポスター
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/supporter_posters.pdf

■流域治水オフィシャルサポーターの活動例
■掲載ポスター
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２－３．流域治水オフィシャルサポーター制度（流域治水の推進に向けた普及施策）



豊橋河川事務所

○ 流域治水の着実な推進に向け、関係府省庁における支援制度を一元化し関係自治体等に周知するため、「流域治水対策

等の主な支援事業」を作成・公表している。
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２－４．流域治水対策等の主な支援事業集（令和7年4月更新）
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３．防災に関する情報提供



豊橋河川事務所

現在の主な防災気象情報と警戒レベルとの関係

出典：防災気象情報の改善について 令和７年１２月水管理・国土保全局、気象庁 参考https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/pdf/outline_info2026.pdf
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３．新しい防災気象情報（令和8年５月下旬から運用開始予定）



豊橋河川事務所

出典：防災気象情報の改善について 令和７年１２月水管理・国土保全局、気象庁 参考https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/pdf/outline_info2026.pdf
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３．新しい防災気象情報（令和8年５月下旬から運用開始予定）


